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郡上市社会福祉協議会の基本理念


地域住民自らが、福祉力を高めることのできる、地域づくりをめざします。





【使　命】


　


地域福祉を推進する中心的な団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することが、郡上市社会福祉協議会の使命です。





【基本方針】





１　地域の住民や団体の相互理解と協働・連携による福祉活動を推進します。


　（考え方）


地域住民、民生委員・児童委員、社会福祉施設、ボランティア及び市民活動団体や福祉サービスを提供する事業者など地域のあらゆる団体・組織の相互理解と協働による市民参加の福祉社会を実現します。


（具体的には）


地域で支え合う住民組織づくりに取り組みます。


福祉委員活動を展開します。


ふれあい生き生きサロンの開催を勧めます。


介護者交流事業を行います。


ボランティアセンター事業を行います。


福祉推進校事業を行います。


福祉文化カレッジのフォローアップ事業を行います。


歳末助け合い事業を行います。


各種事業所ネットワークの構築を進めます。





２　利用者本位の福祉サービスを実現します。


　（考え方）


　  誰もが地域社会の一員として尊厳をもった生活を継続できるための自立支援や利用者本位の福祉サービスを実現します。


  （具体的には）


苦情解決第三者委員の設置を行います。


居宅介護支援事業の運営を行います。


デイサービスセンターの管理経営を行います。


ホームヘルプサービス事業を行います。


障がい福祉サービス事業所の管理経営を行います。


日常生活自立支援事業を行います。








３　福祉ニーズを把握し総合的な支援体制の実現に努めます。


　（考え方）


　　地域の福祉ニーズに対して、多様な公私の福祉サービスや福祉活動と保健、医療、教育などのあらゆる生活関連分野の活動が連携し、身近な地域で総合的かつ効果的に展開される支援体制を目指します。


　（具体的には）


福祉相談（心配ごと相談、無料法律相談、ボランティア相談）を実施します。


障がい者サポートセンター事業の受託を行います。


地域で支え合う住民組織づくりに取り組みます。


福祉委員活動を展開します。


ふれあい生き生きサロンの開催を勧めます。


介護相談及び介護講座を実施します。


ボランティア講座を実施します。


福祉施設見学ツアーを実施します。


指定居宅介護支援事業所の経営を行います。


デイサービスセンターの管理経営を行います。


ホームヘルプサービス事業を行います。


障がい福祉サービス事業所の管理経営を行います。


車いす、福祉車両の貸与事業を行います。


訪問入浴事業を行います。


日常生活自立支援事業を実施します。


生活福祉資金の貸し付け事業の支援を行います。





４　情報公開と説明責任を果たし信頼される組織を目指します。


　（考え方）


　　社協は、公益性の高い非営利・民間の福祉団体であり、開かれた組織として住民参加の徹底を図り事業内容の公開を積極的に行います。


　（具体的には）


社協だよりの発行を行います。


社協ホームページの開設、運用を行います。


社会福祉大会を開催します。





５　法令を遵守し効率の良い自立した経営を行います。


　（考え方）


　　事業経営について責任ある組織的な判断、事業の効果測定やコスト把握を行い適切な事業評価を行います。


　（具体的には）


理事会、評議員会及び委員会を開催します。


職員による基幹会議、事業所会議、管理者会議などを開催します。


事業所、職員の業務目標の設定及び評価を実施します。


地域福祉活動計画の事業評価を行います。











